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1. fまじめiこ

。平成23年 1月の中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育@職業教育

の在り方についてJ (以下「平成 23年 1月答申」という。)においては、 「擢用・労

働を巡る環境の変化、知識@技能や人材需要の高度化、職業の多様化等が進む中、高等

教育機関においては、職業教育を通じて、自立した職業人を育成し、社会 φ 職業人円滑

に移行させること、また、学生@生徒の多様な職業教育ニーズや様々な職業・業種の人

材需要にこたえていくことが求められており、このような職業教育の重要性を踏まえた

高等教育を展開していくことが必要j と指摘された。

。その上で、「現在の高等教育における職業教育の位置付けや課題、また実践的な知識・

技能を有する人材の育成ニーズや高等教育機関が職業教育において果たす役割への期

待の高まりを踏まえると、高等教育における職業教育を充実させるための方策のーっと

レて、職業実践的な教育のための新たな枠組みを整備することJが指摘された。

0 具体的には、 「実践的な知識・技術等を教授するための教員資格、教員組織、教育内

容、教育方法等や、その質を担保する仕組みを具備した、新たな枠組みを制度化し、

の振興を図ることJとされた。

。このような職業実践的な教育に特化した枠組み(以下「新たな枠組みJという。)の

「今後の検討にωついては、新たな学校種の制度を創設するという方策とともに、既存の

高等教育機関において新たな枠組みの趣皆をいかしていく方策も検討することが望ま

る。 Jとされた。

。これらを踏まえ、文部科学省に設置された「専修学校の質の幌証@向上に関する調査

研究協力者会議Jにおいては、現在の専修学校における質保証@向上に鋳る取組に関す

る調査研究を行った上で、平成 25年3月以降、 4田の会議案を開催し、新たな枠組みの

趣旨をいかしていく先導的試行として専イ密学校に保る検討を行ってきた。

。この結果、高等教育段階の職業教育の充実を図る観点から、専修学校の専門課程(以

下「専門課程j という。)における新たな枠組みの趨皆をいかしていく先導的試行とし

て、企業等との密接な連携により、最新の実務の知識等を身につけられるよう教育課程

を編成し、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専門課程を文部科学大

監が「職業実践専門課程(阪称)Jとして認定し、奨励する仕組みづくりを行うことが

必要であると結論づけた。

。この「職業実践専門課程(仮称)Jの閤的及び認定基準等については、次のとおり

え u。
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2. r職業実践専門課程(仮称)Jについて

|( ， )目的 | 

専門課程のうち、企業その他関係機関との連携の下、当該課程の目的に応じた分野
における実務上の知識、技術及び技能を教授し、職業に必要な実践的かつ専門的な能
力を育成することを目的とするものを「職業実践専門課程〈仮称)Jとして文部科学
大臣が認定することにより、専門課程における実践的な職業教育の水準の維持向上を
図り、もって生涯学習の振興に資すること。

0 学校教育法においては、専修学校の目的は、 「職業若しくは実際生活に必要な能力

を育成し、又は教養の向上を図ることJ (第 124条)とされている。また、専修学

校設置基準においては、 「専修学校は、 (中略)、広く社会の要請に応じ、専修学校

の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とす

ることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならないJ(第 1条)

とされている。

0 このような中、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成するため、特に職業に

関連した企業、関係施設、業界団体等(以下「企業等Jという。)との密接な連携を

通じ、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専門課程を文部科学大臣

が「職業実践専門課程(仮称)J として認定し、奨励することにより、専門課程にお

ける実践的な職業教育の水準の維持向上を図り、もって生涯学習の振興に資すること

を目的とする。

0 平成 23年 1月答申との関係において特に留意すべき点は、次のとおり。

[留意点]
平成23年 1月答申では新たな枠組みの目的として、 「学術の卓越性」に

対する「実務の卓越性」が強調された。しかしながら、現時点では、専修学
校教育の多様性を踏まえた「実務の卓越性」の内容や判断基準等について共
通理解が困難な状況であるため、 「職業実践専門課程(仮称)Jの目的にお
いてはこれに言及しないこととする。ただし、 「職業実践専門課程(仮称)J 
の今後の運用の中で、引き続き、検討していく。

※平成23年 1月答申(抄)

(3)職業実践的な教育に特化した枠組みの構想

|1. 目的と特徴|

皇盤Lt:.又は熟達した実務の知識・経験に基づく高度の専門的かっ実際的な

知識技術等を享受し、職業に必要な実践的な能力を育成することを目的とする。

‘ーーー・ーーーーーーーーーーーーー・・・ーー・・・・・ 4・・・-._--ーーーー嶋田ー・・ 4・ーー・・ーーーーー・ー・ーー・・ーー・・ーーーー・ー・ーーーーー・・・・・・・・・・ー--・・ーーー・・・・ーー------------ーー---
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|(2)認定基準等|

①修業年限及び授業時数について

当該専門課程の修業年限が2年以上であること。

全課程の修了に必要な総授業時数が1700単位時間以上又は62単位以上
であること。

0 学校教育法においては、専修学校の修業年限は、 「修業年限が 1年以上であるこ

と。 J (第 124条)とされている。また、専修学校設置基準においては、単位制

の専門学校の 1年間の授業時数は、 r3 0単位を下らないものとする。J(第20条)

とされている。

0 このような中、修業年限及び授業時数については、職業に必要な実践的かっ専門

的な能力を育成する目的を達成するための学習量として十分な成果を上げること

が期待される程度のものとすることや、平成23年 1月答申を踏まえ、他の学校種

との接続を考慮し、修業年限が 2年以上、総授業時数が 1700時間以上又は62
単位以上であるものに限る専門課程を修了した者を要件とする大学編入学の基準

(平成十年八月十四日文部省告示第百二十五号)を参考とする。

0 平成23年 1月答申との関係において特に留意すべき点は、次のとおり。

[留意点]
生涯学習環境の整備の観点から、社会人等の学びやすさへの配慮、として長

期履修制度などを活用し、学習者のキャリア形成に資する取組を行う専門課
程に着目し、それらの取組を促進常在的(こ評伍するため、認定申請時に、教
育課程の編成等における特色ある取組について報告を求める。

※平成23年 1月答申(抄)

(3)職業実践的な教育に特化した枠組みの構想 i 
i2.入学資格・修業年制 i 

入学資格は、高等学校等の後期中等教育修了者とする。 ! 
修業年限は、分野の特性や対象者等に応じ、 2........4年の範囲内で柔軟に設定 i

することが考えられる。 ! 
生涯学習環境の整備の観点から、就業者等の学びやすさを考慮すると、基本

課程(仮称)2年と上級課程(仮称)1........ 2年とする方法や、修業年限の弾力化、

長期にわたる教育課程の履修を認めることなども考えられる。

|5.称号等、他の高等教育機関等との接樹

学習者が、その希望やライフステージに応じて様々な進路を選択できるよう、

他の高等教育機関や中等教育機関の専攻科との接続(編入学、進学)が適切に確

盤されるよう、検討することが必要である。 i 
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②教育課程について

企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、授業科目等の教育課程を編成
(改善・工夫を含む。以下問し。〉 していること。

0 学校教育法においては、専修学校は、 「目的又は課程の種類に応じた教育課程及

び編制の大綱Jに了ついて、 「文部科学大臣の定める基準(専修学校設置基準)に適

合していなければならない。 J(第 128条)とされている。同基準の「第3章 教

育課程等」においては、 「専修学校の専門課程においては、高等学校における教育

の基礎の上に、深く専門的な程度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業

科目を開設しなければならない。 J (第8条)とされている。

0 このような中、 当該専門課程の目的に応じて、 企業等の要請を十分にいかしつつ

ι岳品職業に必要な実践的かっ専門的な能力を育成するため、教育課程の編成にお

いて、当該企業等との密接な連携により、より実践的な職業教育の質の確保に組織

的に取り組む専門学校を評価する。

0 このため、例えば、企業等が委員として参画する「教育課程編成委員会」を設置

し、生徒の就業先の関係分野の専門性に関する動向、地域の産業振興の方向性や、

新産業の成長に伴い新たに必要となる実務上の知識・技術・技能などを十分に把

握・分析した上で、当該専門課程の教育を施すにふさわしい授業科目の開設や授業

方法の改善・工夫を行うなど、企業等の要請を十分にいかしつつ与応品実践的かっ

専門的な職業教育が主体的に実施されていることを求める。

0 なお、「教育課程編成委員会Jにおいては、企業等が委員として参画する 「学校

関係者評価委員会」等の既存の組織の協力を得て評価等を行うことも考えられる

が、その場合、それらの組織との役割の違いを明確にするとともに、その評価等の

透明性の確保に努めるなどの配慮、が必要である。

0 平成23年 1月答申との関係において特に留意すべき点は、次のとおり。

[留意点]
企業等との密接かっ組織的な連携体制として、企業等が委員として参画す

る「教育課程編成委員会」等を設置し、教育課程の編成を行うことを想定し
ており、その確認のため、認定申請時に、次のような報告を求める。

(教育課程の編成における企業等との連携体制について)
* 委員会等の名称、委員名簿、諸規程
* 委員会等の校内での位置づけに係る諸規程

(教育課程の編成の方法について)
* 教育課程の編成における企業等との連携に関する基本方針

* 教育課程の編成の頻度

等

* 教育課程の編成に企業等の意見がどのようにいかされたか反そ?とさ;ft，たか 等
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(教育課程の編成に係る基本資料)

* 当該専門課程の授業科目等の概要

* 当該専門課程の組織図等

※平成23年 1月答申(抄)

等

(3)職業実践的な教育に特化した枠組みの構想 i 
l3.教育課程、授業方法1 i 

教育課程は、企業や地域・全国を単位とする経済団体・職能団体等との連携 :

により、教育課程を編成・改善する組織体制を確保することが重要である。

③演習・実習等について

企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、演習、実験、実習及び実技
〈以下「演習・実習等Jという。)を実施していること。

0 前述のとおり、専修学校設置基準の「第3章 教育課程等Jにおいては、 「専修

学校の専門課程においては、高等学校における教育の基礎の上に、深く専門的な程

度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならな

い。 J (第8条)とされている。

0 このような中、企業等の要請を十分にいかしつつι岳品職業に必要な実践的か

つ専門的な能力を育成するため、特に、演習・実習等において、当該企業等との

密接な連携を通じ、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専門学

校を評価する。

0 このため、例えば、学校と企業が協定を締結し、企業等校外で実施される実習や

企業等からの講師派遣を受けた校内で実施される演習・実習等について、生徒の指

導や学修成果の評価等に関する連携体制が確保されていることを求める。

0 平成23年 1月答申との関係において特に留意すべき点は、次のとおり。

[留意点 1] 

企業等との密接かつ組織的な連携体制として、学校と企業が協定を締結し
て、演習・実習等を実施することを想定しており、その確認のため、認定申
請時に、次のような報告を求める。

(校外で実施される実習の場合)

* 連携による実習の基本方針(連携の協定書等を含む)

* 連携先の概要(施設名、施設概要等)

* 実習計画概要(概要、内容、期間、学習量、教員と企業等の指導者の連携体制)

* 学修成果の評価(評価方法の概要、教員と企業等の指導者との連携による評価

方法、単位認定方法等) 等
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(校内で実施される横習⑮実習等の場合)

* 連携による識習 w 実習等の基本方針(連携の協定番等を含む)

ホ 操業科留概要(概要、内容、期間、学習盤、教員と企業等の指導者の連携体制)

* 学修成果の評価〈評価方法の概要妻、教員と企業等の指導者との連携による評価

方法、単位認定方法等) 等

議平成23年 1月答申(抄)

(3 )職業実践的な教育に特化した枠組みの構想 ! 
区議報蕊亙筆頭 2 ; 

@特に、藍議義士盤整ム控室生盈盤盤ょ藍盤笠最艶型選議案飽護区亙睦L主整 i

室主主主主並3 企業等が学費活動にかかわり、学習者と牟謹笠笠」担基翠盤玄

盟主主品ゑ主査盤金i企茎出謹選ι 金蓋愛主立の学内実習活動等)生設産すること

が重要である。 ~ ; 

[留意点2J
平成 23年 ljJ答申では、専門課程における総授業時数に占める演習・実

習等の平均割合が 5割程度であることを踏まえ、演習 e 実習等の授業の割合

が、認定基準として例示されたQ

しかしながら、専門課韓の分野ごとの績習・実習等の実態を見ると、総授

業時数に占める演習・実習等の授業の割合は様々であち、震の高い実践的な

職業教育による成果を上げているかどうかを判断するに当たり、一律に定量

的な授業の割合を基準とすることは必ずしも適当ではない。

このため、演習@実習等の授業の割合は、認定基準としないこととする。

(参考)演習・実習等の授業の割合(出典: r平成 23年度専修学校の質保証・向上に資する取

組の実態に関する調査研究事業報告書J) 
* 平均 4904% 
* 高い分野農業分野 71. 5私服飾・家政分野 71.4%
* 低い分野商業実務分野 33.4拡陸按分野 42. 1料

談平成23年 1月答申(抄)

(3)職業実践的な教育に特化した枠組みの構想 i 
~育課程、棟方悪) ! 

・授業方法は、睡蓮室盤盟主謹萱型筆記塞盤二塁翠ニ室蓋盟主ニ霊藍血盟主 i

lま、おおむ担去二立盤整墨よ行うことが想定される。 i 
，.ー----・F 鍋岨'・--ー・皿ー・ー----ー網目明明暗岡田年四ーー-..町ω ・ーーーーー明司--司司国国~-~-ー--司--幽伺融情司司ーー・ー---田町 M・ E 司幽旬同町司 E 圃ー...値園町ー開明ー...・. .舗 F 明圃'ー四国・・ 6・...司.，
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④教員の資質向上について

教員に必要な実務上の知識、技術及び技能や指導力の修得・向上を目的とし

て、企業等との連携の下、組織的な研修機会を確保していること。

0 学校教育法においては、 「専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的

な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならな

い。 J (第 129条)とされている。また、専修学校設置基準においては、 「その

担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならな

い。 J (第41条)とされ、各要件が規定されている。

0 このような中、当該専門課程に関連する分野において、最新の実務の知識・経験

を教育内容・教育方法に反映した教育を行うことが期待されており、当該専門課程

において、 企業等との連携の下、 職業に関連した実務上の知識、技術及び技能や、

マネジメント能力を含む指導力の修得・向上のための組織的な研修機会を確保する

取組を評価する。

0 平成 23年 1月答申との関係において特に留意すべき点は、次のとおり。

[留意点 1] 
企業等との連携を通じた実践的な職業教育を実施する上で、最新の知識、技

術及び技能や、 マネジメント能力を含む指導力の修得・向上のための組織的に
位置づけられた研修の状況を確認するため、認定申請時に、次のような報告を
求める。

* 教員の研修・研究の基本方針

* 研修・研究に関係する諸規程

* 研修・研究の実績(概要、主催者、研修・研究名、対象者、期間、企業等との連携体

制、受講者数等)

* 研修・研究計画(概要、主催者、研修・研究名、対象者、期間、企業等との連携体制

等)等

なお、研修は、校内のほか校外(企業等が主催・実施するもの等)を含むも
のとする。
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※平成23年1月答申(抄)

(3)職業実践的な教育に特化した枠組みの構想 ! 
|1. 目的と特側

最新の実務の知識・経験を教育内容・教育方法に反映した教育の実施を担保

することが望まれる。

|6.教員資格、教員組織等|

教員資格は、実務卓越性を重視し、併せて、指導力を求める。教育経験等の

ない者は、採用後一定期間の研修や指導力認定資格の取得を必要とするなどの

措置を講じることが必要である。教員の採用に当たっては、公募制や任期制を

活用しながら、最新かっ先進的な知識・技能を有する人材を、海外も視野に入

れ確保することも考えられる。

教職員の組織体制については、分野の区分ごとに教育上の基本となる組織を

置き、教育上適当な教員組織等を備えることや、教育の実施に当たり、教員の

適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が

明確になるようにすることが求められる。

[留意点2J
平成23年 1月答申の「教員資格、教育組織等Jにおいては、個々の教員ごと

に、教員資格として、実務卓越性を重視し、併せて、指導力を求めることが指摘

された。

しかしながら、専門学校の分野ごとの教員資格の実態は多様であり、また、教

員に求められる実務卓越性や指導力の考え方が必ずしも十分に共有されていな

い現段階では、それらを備えているかどうかを判断するに当たり、一律の基準を

設けることは困難である。

ただし、今後、専門課程の分野や職域等の多様性、「職業実践専門課程(仮称)J 

の運用、 教員のキャリアパスと能力開発の在り方を含めた諸外国の制度等を踏ま

えつつ、引き続き検討していく。

また、職業教育を行う教員の資質向上のための全国的な研修の仕組みを分野横

断的に構築する必要があるとの意見があったことから、研修の在り方について、

引き続き検討してし1く。
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⑤学校評価及び情報提供について

(学校評価)
学校の自己評価に加え、企業等が委員として参画する学校関係者評価を

実施し、公表していること。

0 学校教育法においては、 「小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小

学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学

校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努

めなければならない。 J (第42条)とされ、同条は第 133条により専修学校に

準用されている。

0 このような中、平成25年3月に本調査研究協力者会議が策定した「専修学校に

おける学校評価ガイドライン」を踏まえ、学校の自己評価はもとより、企業等が学

校関係者として評価に参画する「学校関係者評価」の実施及び公表を行うとともに、

その結果を踏まえた学校運営の改善に取り組む専門学校を評価する。

0 学校関係者評価を実施するにあたり、特に、企業等との密接な連携による取組を

評価する観点から、 「専修学校における学校評価ガイドライン」で示された企業等

と専門学校の具体的な連携の視点(i専修学校の質保証・向上に資する取組の実態

に関する調査研究事業J調査項目から抽出される専門学校と業界との連携の視点

(イメージ))を参考にすることとする。

0 平成23年 1月答申との関係において特に留意すべき点は、次のとおり。

[留意点]

学校評価は「専修学校における学校評価ガイドラインJを踏まえに基づき行
われていることについて報告を求めるとともに、企業等との連携が図られてい
るかどうかに着目し、学校関係者評価の実施において、企業等が委員として参
画した学校関係者評価の取組について確認するため、認定申請時に、次のよう
な報告を求める。

* 学校評価の基本方針

* 学校関係者評価の委員名簿
* 学校関係者評価における企業等の学校関係者委員の意見がどのようにし、かされたか

等
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(情報提供会開〉

教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を企業等の学校関係者へ
提供していること。

0 学校教育法においては、 「小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民そ

の他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資す

るため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提

供するものとする。 J (第43条)とされ、同条は第 133条により専修学校に準

用されている。

0 このような中、 「守信子校に1さげる子校評伝ガイドラ子:つを踏まえに基づきf.f

われていることについて報告を求?ちるとともに、 企業等との連携による実践的な職

業教育を行う専門学校が、企業等の関係者の理解を深めるとともに、これらの者と

の連携及び協力の推進に資するため、当該専門学校の教育活動その他の学校運営の

状況に関する情報を提供し、説明する等の理解を得るための取組を行っている専門

学校を評価する。

0 平成23年 1月答申との関係において特に留意すべき点は、次のとおり。

[留意点]
情報提供会開は「専修学校における学校評価ガイドライン」 を踏まえに基4

さ行われていること、及び企業等の学校関係者に対する情報提供の状況を確認
するため、認定申請時に、次のような報告を求める。

* 企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針(学校関係者との連携・協力を図
るための工夫を含む)
* 情報提供の状況(情報提供の項目ごとの公開の有無)及び公開方法 等

※平成23年 1月答申(抄)

(3)職業実践的な教育に特化した枠組みの構想 i 
|7. 自己点検・評価、第三者評価|

教育の質を担保するためにも、教育等の状況について自ら点検及び評価を
行い、その結果を公表することが求められる。

また、第三者評価については、産業界等の関与を十分に確保しつつ、新た
な枠組みに適した基準・方法等を構築することが望まれる。評価の観点は、
例えば、教育活動を行う上での組織運営のシステム・体制の妥当性や、目的
に応じた教育の成果(就業状況等)等、職業実践的な教育に適したものとする。

.ーーーーーーーーーーーー----ーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーー・ー・・・・・・---ー・ー・ー・ー・・ー・ー・ーーーーー・ー・ー・・ーー・ーーー----ーーーーーー・ーーーー・ーー・ーーーーー・ーーーーーー---_.・ー
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⑥その他

ア.名称について

新たな枠組みの趣旨をいかした先導的獄行にふさわしい名称として「職業
実践専門課程〈仮称)Jが考えられる。

0 専修学校教育は、実践的な職業教育により一定規模の進路選択がなされ、相
当の成果を上げているが、社会の認識は必ずしも十分に得られていない状況が
ある。

このため、専門学校における新たな枠組みの趣旨をいかした先導的試行の名
称は、その趣旨や内容等について、社会に十分に認識され、ひいては専修学校
教育に対する評価につながるような名称をつけることが必要であるむ

※平成23年 1月答申(抄)

(3)職業実践的な教育に特化した枠組みの構想 ， 

|8.名称、設置者|

職業実践的な教育に特化した高等教育段階の枠組みとして、ふさわしい名称

主盤宣することが必要。

イ.修了資格・称号等について

国際通用性等も考慮した修了資格・称号等については、諸外国の実情も参考
にしながら、学習者の学修成果が国際的に評価され活かされるよう引き続き検
討する。

o r職業実践専門課程(仮称)Jは、あくまで専門課程のうち、一定の基準を

満たすものが認定されたものであることから、一定の専門課程の修了者に付与

される既存の f高度専門士Jや「専門士」といった称号との関係を考慮、し、 「職

業実践専門課程(仮称)Jの修了者に対する独自の称号を付与することは、現

時点では行わない。

。しかしながら、 「専門士」及び「高度専門士」を含めた修了者の能力を対外

的に徴表する称号等の国際的な通用性も含め、実践的な職業教育を行う教育機

関やそこで学ぶ者が適切に評価されるようにすることは極めて重要であり、今

後、 「職業実践専門課程(仮称)Jの実績と検証等を踏まえつつ、検討してい

く。

0 なお、諸外国においては、社会人・職業人の職務能力の高度化を図る観点か

ら、学術資格と職業資格の共通枠組み (EUのEQ F : European Qualifications 

Framework、英国のQC F :Qualifications and Credit Framework)制度など、

様々な職業分野に必要な能力を段階的に可視化し、複数段階の評価基準を整備

するとともに、学校教育の資格との対応関係を明らかにする評価制度の構築が

進められている。
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0 また、 ASEAN諸国をはじめアジア地域においても、現在、職業教育に必

要な知識・技能等の可視化及び認証等の質保証に向けた取組が進められている。

0 このような職業教育に係る世界的な動きを踏まえつつ、我が国においても、

今後、特にアジア地域で高等教育と職業資格の枠組みに関する議論が高まるこ

とが予想されることから、国際的な通用性を確保した職業教育の在り方につい

て、引き続き、検討していく。

※平成23年 1月答申(抄)

(3)職業実践的な教育に特化した枠組みの構想

!5.称号等、他の高等教育機関等との接樹

修了した者の能力を対外的に徴表するものとして、何らかの称号等を称する

ことができることとする必要がある。その際、我が国の高等教育制度の発達の

経緯や現在の枠組みに留意するとともに、諸外国の実情も参考にしながら、職

業教育の学修の成果を徴表するものとして何が適切であるのか、検討が進めら

れることが望まれる。
ーーーーーーーーーー・・・ーー・ーーーーーーーーーーーーー--
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3. おわりに

0 本調査研究協力者会議は、本報告をもって新たな枠組みの趣旨をし、かした取組の当面

の方向性とともに、今後の中長期的な検討課題等を示したところであり、本報告を踏ま

え、まずは具体的な「職業実践専門課程(仮称)Jの早期実現を期待するものである。

0 その上で、本報告で示した今後の検討課題の中には、新たな枠組みの最終実現に向け

て、なお具体的な検討を要するものも少なからずあり、 「職業実践専門課程(仮称)J 

の先導的試行を通じてその課題や成果などを十分に検証するとともに、新たな枠組みの

イメージに対する社会的な認知・共有を進めていくことが必要である。

0 このたびの専門課程における先導的試行の取組が、これからの我が国の成長分野等に

おける社会人の学び直しを含めた人材育成や若者の自立支援等の充実はもとより 、専門

学校のみならず、大学等も含めた高等教育段階における実践的な職業教育の充実につな

がるとともに、職業教育に対する社会の認識の向上に資することとなれば幸いである。
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